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児
童
手
当
は
、
小
学
校
終
了
前

（
12
歳
に
な
っ
て
最
初
の
３
月
31

日
）
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

で
、
所
得
が
一
定
額
未
満
の
方
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
所
得
限
度
額
を
超
え

て
い
て
受
給
で
き
な
か
っ
た
方

も
、
平
成
19
年
中
の
所
得
状
況
に

よ
っ
て
は
受
給
で
き
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
際
の
申
請
は
、
５

月
１
日
（
木
）
か
ら
で
き
、
５
月

中
に
申
請
を
す
れ
ば
６
月
分
か
ら

支
給
さ
れ
ま
す
。
所
得
限
度
額
に

つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。ま

た
、
現
在
受
給
中
の
方
に
は
、

６
月
中
旬
に
現
況
届
を
送
付
し
ま

す
。

手
当
額
（
月
額
）

３
歳
未
満
は
一
律
１
万
円

３
歳
以
上
は
第
２
子
ま
で
は
１

人
に
つ
き
５
千
円
、
第
３
子
以

児
童
手
当
手
続
き
の
お
知

ら
せ

降
は
１
人
に
つ
き
１
万
円

申
請
手
続
き
先

健
康
福
祉
課
、

桂
支
所
、
七
会
支
所
　

※
公
務
員
は
、
各
職
場
で
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

①
申
請
者

（
保
護
者
）
の
健
康
保
険
証

②

申
請
者
（
保
護
者
）
名
義
の

普
通
預
金
通
帳
（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
は
除
く
）

③
平
成
20
年

１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た

方
は
、
平
成
20
年
１
月
１
日

に
住
民
登
録
を
し
て
い
た
市

町
村
発
行
の
「
平
成
20
年
度

児
童
手
当
用
所
得
証
明
書
」

④
印
鑑
（
代
理
の
方
の
み
）

※
③
が
そ
ろ
わ
な
い
方
は
、

先
に
申
請
書
の
み
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

自
動
車
税
は
毎
年
４
月
１
日

の
登
録
名
義
人
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
納
税
通
知
書
が
５
月
上
旬

に
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
６
月

２
日
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
心
身
障
害
者
の
方

で
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
場

合
は
、
納
期
限
（
６
月
２
日
）

ま
で
に
減
免
申
請
す
る
こ
と
に

よ
り
、
税
の
減
免
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ
　
健
康
福
祉
課

０
２
９
│

２
４
０
│

６
５
５
０

※
納
税
証
明
書
は
車
検
の
時
ま

で
大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う

※
納
税
は
簡
単
で
便
利
な
口
座

振
替
で

平
成
20
年
度
茨
城
県
職
員
採

用
上
級
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

募
集
職
種
・
人
数
等
詳
し
く
は

試
験
案
内
ま
た
は
県
人
事
委
員

会
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

第
１
次
試
験
日

６
月
29
日

（
日
）

申
込
方
法

５
月
１
日
（
木
）

か
ら
県
地
方
総
合
事
務
所
や

県
税
事
務
所
な
ど
で
配
布
す

る
申
込
書
に
記
入
の
上
、
県

人
事
委
員
会
事
務
局
あ
て
郵

送
ま
た
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

「
い
ば
ら
き
電
子
申
請
・
届
出

サ
ー
ビ
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」

か
ら
も
申
し
込
み
が
で
き
ま

す
。

申
込
受
付
期
間

５
月
13
日

（
火
）
〜
28
日
（
水
）

http://w
w
w
.pref.ibaraki.jp

/bukyoku/iinkai/jinji/

問
合
せ

県
人
事
委
員
会
事
務
局

０
２
９
│

３
０
１
│

５
５
４
９

問
合
せ

水
戸
県
税
事
務
所
収
税
第
二
課

０
２
９
│

２
２
１
│

６
７
６
８

５
月
は
赤
十
字
運
動
月
間
で
す
。

こ
の
運
動
は
、
多
く
の
方
に
赤

十
字
活
動
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、

そ
れ
を
支
え
る
社
員
（
会
員
）

や
寄
付
者
の
募
集
を
行
い
ま
す
。

社
員
（
会
員
）
は
年
額
５
０

０
円
以
上
、
寄
付
者
は
自
由
な

金
額
で
活
動
資
金
に
協
力
す
る

こ
と
に
よ
り
赤
十
字
の
一
員
と

し
て
、
地
域
や
国
内
、
海
外
へ

の
人
道
的
な
赤
十
字
活
動
（
国

内
で
は
災
害
救
助
、
医
療
事
業
、

血
液
事
業
な
ど
の
活
動
、
ま
た

海
外
へ
は
、
世
界
各
国
に
あ
る

赤
十
字
社
と
連
携
・
協
力
し
、

紛
争
や
災
害
で
苦
し
む
人
々
へ

の
救
急
活
動
）
へ
参
加
す
る
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。

自
治
会
長
あ
て
社
資
募
集
の

取
り
ま
と
め
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
の
で
、
赤
十
字
活
動
資
金

に
ぜ
ひ
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。な

お
、
自
治
会
未
加
入
の
方

は
、
健
康
福
祉
課
（
常
北
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）、
桂
支
所
及

び
七
会
支
所
に
て
取
扱
い
ま
す

の
で
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
健
康
増
進
施
設
「
ホ
ロ
ル
の
湯
」

ホ
ロ
ル
の
湯
に
は
、
温
水
プ

ー
ル
や
ジ
ャ
グ
ジ
ー
、
サ
ウ
ナ
、

露
天
風
呂
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

時
　
間

午
前
10
時
〜
午
後
９
時

料
　
金

大
人
８
０
０
円
、
小
人

４
０
０
円
（
土
・
日
、
祝
日

は
大
人
１
０
０
０
円
、
小
人

５
０
０
円
。
午
後
５
時
か
ら

は
大
人
５
０
０
円
、
小
人
３

０
０
円
）

定
休
日

毎
週
月
曜
日
（
祝
日
の

場
合
は
翌
日
）

●
水
戸
室
内
管
弦
楽
団
定
期
演
奏

会
大
ス
ク
リ
ー
ン
コ
ン
サ
ー
ト

水
戸
室
内
管
弦
楽
団
（
Ｍ
Ｃ
Ｏ
）

の
第
72
回
定
期
演
奏
会
（
指
揮:

小
澤
征
爾
）
の
模
様
を
、
水
戸
芸

術
館
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
か
ら
生

中
継
し
ま
す
。

日
　
時

５
月
28
日
（
水
）

午

後
６
時
30
分
〜
９
時
（
開
場
午

後
５
時
30
分
）

場
　
所

千
波
公
園
ふ
れ
あ
い
広

場
（
芝
生
）
※
雨
天
時
は
水
戸

市
民
会
館
ホ
ー
ル
に
変
更

入
場
料

無
料

問
合
せ
　
健
康
福
祉
課

０
２
９
│

２
４
０
│

６
５
５
０

問
合
せ
　
ホ
ロ
ル
の
湯

０
２
９
│

２
８
８
│

７
７
７
５

問
合
せ
　
水
戸
市
芸
術
振
興
財
団

０
２
９
│

２
２
７
│

８
１
１
１

自
動
車
税
は
納
期
限
の
６
月

２
日
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

日
本
赤
十
字
社
員
（
活
動
資

金
）
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

県
職
員
採
用
上
級
試
験

HP

お
出
か
け
く
だ
さ
い



国
保
七
会
診
療
所

上

井

雅

哉

麻
し
ん
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
急

性
熱
性
発
疹
症
で
あ
る
麻
し
ん

（
は
し
か
）
の
患
者
数
は
年
間
約

10
〜
20
万
人
と
推
計
さ
れ
、
小

児
に
と
っ
て
重
症
度
の
高
い
感

染
症
で
す
。
ま
た
成
人
に
な
っ

て
か
ら
の
発
症
も
問
題
視
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
麻
し
ん
予

防
対
策
は
重
要
で
す
。

◆
日
本
の
麻
し
ん
流
行

か
つ
て
よ
り
患
者
数
は
著
減

し
て
い
る
と
は
い
え
、
わ
が
国

で
は
小
規
模
な
が
ら
も
流
行
・

集
団
発
生
が
今
な
お
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
麻
し
ん

が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
先
進

諸
国
か
ら
は
後
進
国
、
あ
る
い

は
「（
麻
し
ん
の
）
輸
出
国
」
と

み
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
成
19
年

春
に
は
し
か
の
蔓
延
で
大
学
の

休
校
が
相
次
い
だ
こ
と
は
記
憶

に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ

れ
は
10
〜
20
歳
代
の
麻
し
ん
抗

体
陰
性
者
の
間
で
拡
大
し
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

◆
麻
し
ん
の
予
防
接
種

結
論
か
ら
い
え
ば
確
実
有
効

な
予
防
手
段
は
麻
し
ん
ワ
ク
チ

11 2008年5月広報しろさと

ン
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

平
成
18
年
４
月
か
ら
麻
し
ん

風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
定
期

接
種
は
第
１
期
（
満
１
歳
か
ら

２
歳
未
満
）、
第
２
期
（
就
学
前

の
１
年
間
）
の
２
回
接
種
と
な

り
ま
し
た
。
さ
ら
に
平
成
20
年

４
月
か
ら
５
年
間
の
期
限
付
き

で
第
３
期
（
中
学
１
年
生
相
当
）、

第
４
期
（
高
校
３
年
生
相
当
）

が
追
加
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

米
国
等
に
な
ら
い
２
回
接
種

の
定
期
化
は
２
年
前
か
ら
始
ま

り
ま
し
た
が
、
今
回
の
国
の
経

過
措
置
は
流
行
対
策
と
し
て
２

回
目
の
接
種
年
齢
を
超
過
し
て

し
ま
っ
た
対
象
者
に
も
接
種
を

徹
底
さ
せ
て
麻
し
ん
の
排
除

（
麻
し
ん
対
策
が
よ
り
進
ん
だ
段

階
）
を
目
指
そ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

２
回
接
種
に
よ
り
、
１
回
の

接
種
で
免
疫
が
つ
か
な
か
っ
た

子
ど
も
が
免
疫
を
獲
得
す
る
、

１
回
接
種
で
免
疫
が
つ
い
た
が

時
間
経
過
と
と
も
に
免
疫
が
減

衰
し
た
子
ど
も
に
再
び
刺
激
を

与
え
る
こ
と
で
免
疫
が
強
固
な

も
の
に
な
る
な
ど
の
効
果
が
期

待
さ
れ
ま
す
。

麻
し
ん
の
予
防
接
種
の
受
け

方
に
つ
い
て
は
城
里
町
健
康
福

祉
課
、
ま
た
は
か
か
り
つ
け
の

医
師
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

麻
し
ん
の
予
防
対
策
に
つ
い
て

広　告

健
康
コ
ラ
ム

Dr.




